
一 般 質 問 発 言 通 告 書 平成２１年２月１９日 
午      時      分受理 
平成２１ 年２月１９ 日 

  小川町議会議長 大塚司朗 様 
                              小川町議会議員  柳田多恵子    印 
  小川町議会会議規則第６０条により次のとおり通告します。 

質     問     の     要     旨 答弁を求める者 
質問事項１  
雇用促進住宅について 
 

深刻な社会情勢の中で、低家賃住宅を望む町民は多く、

公共住宅の必要性は増えるばかりです。 

０８年１２月２６日、厚労相の記者会見では廃止決定し

た雇用促進住宅について、「緊急事態」という位置づけで

現在入居を停止しているところも含めて活用するとして

います。 

①、町内の雇用促進住宅についてはどうなるのか。 

②、今後の動向について情報収集はしているのか。 

③、現在、町営住宅の毎年の入居状況はどうなっているの

か。情勢の変化により町の「購入」という再検討はないの

か伺います。 

 

町長並びに担

当課長 

質問事項２  
子ども医療費の無料化と窓口払い廃止について 
 

子ども医療費の無料化、窓口負担の廃止については、子

育て支援、若い世代の流入がはかられ町の活性化につなが

るなどさまざまな角度から制度の拡大を求めてきました。

すでに比企管内すべての自治体で、小学６年生あるいは中

学３年生まで入通院が無料化となり、小学校６年生まで無

料化のところはこの３月議会で、中学３年生まで引き上げ

るという動きがあります。窓口払い廃止についても進んで

いる中で小川町ではどう考えているのか伺います。 

 

質問事項３  
交通手段の確保について 
 

 



高齢期の人生の充実を支援するため交通手段を確保す

ることは、保健予防、介護予防とも関連する施策であり、

医療費、介護給付費の節減の波及効果ともリンクするもの

です。住民要望も高く、高齢者福祉施策として重要な位置

づけにあることから議会でも取り上げてきました。また厚

生文教常任委員会でも先進地に視察に行き提言を行って

います。 
現在県内では、４７の自治体が循環バスを走らせていま

すが、小川町の場合にはその地形などからデマンド式のバ

ス（タクシー）が適当ではないかという所までは、関係各

課と意見が一致しているところです。 
国の０９年度地方財政計画では、雇用創出事業を中心に

財源措置が用意されていますが、そのひとつであるふるさ

と雇用再生特別交付金の対象分野と事業の中に外出支援

としてデマンドバスが例示されています。商店街の活性

化、委託される運行事業者などにも経済波及効果が期待さ

れます。デマンドバス（タクシー）事業の具体化について

検討がされているのか伺います 
 

質問事項４  

学校施設の耐震化の推進について 
 

四川大地震の教訓から、昨年 6月「特別措置法」が成立

し、IS 値（耐震指標）０．３未満の耐震補強工事の補助率

が２分の１から３分の２に引き上げられました。 

第２次診断がすべて終わった時点で耐震化計画の公表

がされるということでした。 

①１２月補正で八和田小学校体育館と東中校舎の耐震工

事の設計が計上されましたが、基本計画の全体像が示され

るのはいつになるのか。 

②学校耐震化については２年限りという期限付きではあ

りますが、地域雇用創出推進費をあて前倒しも可能ではな

いかと思いますが資金面で具体的にはどう手当てをし進

めていくのか。 

③地域雇用を創出するためにも、補強工事には大手の企業

だけでなく、技術講習などを行い中小の地元業者も施行で

きるようにすることも検討すべきと思いますがご見解を

伺います。 

 



質問事項５ 

住民の負担軽減をはかることについて 
 

医療費の窓口払い減免制度は、国民健康保険法第４４条

に基づき、収入が減ったり、医療費が多額になった人で基

準に該当すれば、県がその半額を補助するというもので

す。 

①小川町では活用された実績はありますか。 

②基準を明確にして要綱などを整備し、制度の活用を図る

べきであると考えますが。同様に小川町税条例に示されて

いる住民税、国保税その他税の徴収においても減免制度が

あり、要綱の整備、住民にわかりやすく知らせる必要があ

ると考えますが。ご見解を伺います。 

 

質問事項５  

「新ルート」計画について 
 

①国道２５４、混雑緩和のための迂回ルートとして上横

田・高谷・伊勢根を経て、寄居町富田の交差点付近へ接続

すると説明がされた新ルートですが、現在の状況は。 

②新ルート建設には住民の批判の声もありますが、町は把

握していますか。 

③八和田地域は町内でも最も農地面積が多く、ほ場整備さ

れている農業地域であり、ほ場整備が完了した一団の農用

地と農業集落は、農業の振興とともに保全が求められてい

るエリアでもあります。また、数十年来にわたって農家、

農民の合意を得て多額の公費と私費を投入し基盤整備事

業を進めてきた農用地域でもあります。当然公費の投入に

ついては土地改良法の縛りもあり行政とすればこれを順

守することは重大な責務ともなっています。この農用地域

を他の目的のために転用することは町の総合振興計画や

国土利用計画に矛盾し土地改良法にも反することになる

と思われますがご見解を伺います。 

 
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


